
 

 

 

 

 

宇土市特定事業主行動計画 
～仕事と育児の両立をめざして～ 
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  この計画は、宇土市における女性職員の活躍の推進を図ることを目的とし、次世代育成支援

対策推進法（平成１５年法律第１２０号）及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律（平成２７年法律第６４号）に基づき、宇土市、宇土市議会、宇土市選挙管理委員会、宇土

市代表監査委員、宇土市公平委員会、宇土市農業委員会及び宇土市教育委員会が策定する行動

計画です。 

宇 土 市 

宇 土 市 議 会 

宇 土 市 選 挙 管 理 委 員 会 

宇 土 市 代 表 監 査 委 員 

宇 土 市 公 平 委 員 会 

宇 土 市 農 業 委 員 会 

宇 土 市 教 育 委 員 会 
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１ 計画期間                                   

  本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。 

 

２ 現状把握と分析、目標設定                           

  本計画を策定するに当たり、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第１９条第３項

及び内閣府令で定められている主な項目を調査し、女性職員を取り巻く現状を把握、分析しまし

た。その結果、特に改善が必要と思われる項目について、目標値、今後取り組むべき事項及びそ

の実施時期を設定します。 

  なお、各項目数値の詳細な算出根拠などは別表に記載しています。 

 

(1)  採用に関すること                                  

項目 状況 基準日、期間等 

（下段／前回計画時の数値）  算出式 

１ 女性職員の採用割合 ３１．８％ ７人／２２人 
R7.4.1 採用及び 4.2 採用 

前回：71.4％（R2.4.1 採用） 

２ 採用試験受験者の女性割合 ３８．７％ ２４人／６２人 
R6 年度  

前回：63.3％（R 元年度） 

３ 職員の女性割合 ４２．０％ １２１人／２８８人 
R7.4.2 時点 

前回：40.5％（R2.4.1 時点） 

 【分析】 

  ・職員採用の選考（試験）過程において男女格差はありませんが、各年度、募集する職種（一

般事務職、土木職、保健師など）によって、採用者数、受験者数の男女差が生じる現状があ

ります。 

 

 (2) 仕事と家庭の両立に関すること                            

項目 状況 基準日、期間等 

（下段／前回計画時の数値）  算出式 

４ 

離職率の男女差(*1) 男 ６．１％ １０人／１６３人 R6 年度 

前回：男 2.5％、女 2.9％（R 元年度） 

女 ２．５％ ３人／１１８人 

５ 

男女別の育児休業取得率 男 ６６．７％ ２人／３人 R6 年度 

前回：男 0.0%、女－（R 元年度） 

女 １００％ ６人／６人 

６ 
男性の配偶者出産に伴う休暇
取得率(*2) ６６．７％ ２人／３人 

R6 年度 

前回：66.7％（R 元年度） 

  *1 離職者の年齢構成（離職時点）  

   ［男性／２０代：１人、３０代：７人、４０代：１人、５０代：１人］ 

  ［女性／５０代：３人］ 

 *2 休暇取得日数 

  ［出産付添休暇／１．５日取得：１人、２日取得：１人］ 
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【分析】 

 ・男性職員の育児休業取得率は目標値の８５％を下回りましたが、取得対象者３人のうち２人

が取得した結果となり、取得者数として見れば、制度が浸透し、取得しやすい環境になって

います。 

・男性職員の育児に関する特別休暇取得率は、目標値８０％を下回りましたが、取得対象者３

人のうち２人が取得した結果となりました。上記、育児休業制度と同様に、取得者数として

見れば、制度が浸透し、取得しやすい環境になっています。 

 

【目標】 

  

 

 

 

 

【取組内容】 

 

 (3) 長時間勤務に関すること                               

項目 状況 基準日、期間等 

（下段／前回計画時の数値）  算出式 

７ 
時間外勤務の状況

（1 人当たり） 
１０．６９時間 

（月平均） 
30,903時間／2,892人 

R6 年度 

前回：月平均 13 時間（R 元年度） 

８ 

年次有給休暇の取

得率 ２６．５％ 

(平均１１．０日／人) 
2,787 日／10,522 日 

R6.1.1~R6.12.31 

前回：26.0％(平均 9.1 日/人) 

(H31.1.1~R1.12.31) 

 

【分析】 

  ・時間外勤務は、前回の数値から減少する結果となりました。職員数の増加に伴う一人当たり

の業務量の負担軽減や毎週水曜日を「ノー残業デー」とし、職員に定時退庁を意識付けたこ

とも、時間外勤務が減少した要因となっています。 

  ・年次有給休暇の取得は、前回とほぼ同じ数値結果となりました。令和６年度から夏期休暇を 

３日から５日に増やしたこと、また、看護休暇等の特別休暇の取得が増えてきたことも、要

因のひとつとなっています。 

・男性職員の育児休業取得率８５％（２週間以上）を達成する（令和１２年度まで） 

・男性職員が取得可能な育児に関する特別休暇取得率８０％を達成する（令和１２年度まで） 

・男性職員の配偶者の妊娠が判明した際、職員に対して子育て関連制度についてのリーフ

レット等を配布し、制度への理解と活用を促します。 

・所属長が必要に応じて、支援が受けられる男性職員と事前に面談するなど、業務配慮等

の見直しを行い、育児休業や育児に関する特別休暇等を取得できる環境整備を行います。 

・妊娠、出産等を申し出た職員に対し、総務課で個別に意向確認（面談等）を行い、育児休業

制度に関する具体的な説明や育児休業の取得見込等を確認します。 

・職員へ育児休業に係る研修を実施します。 
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年次有給休暇の取得率３０％を達成する（令和１２年度まで） 

・女性職員の能力開発や意識向上を図るとともに、キャリア形成を意識し、管理職ポストへ 

の登用に努めます。 

 ・女性職員が幅広い職務経験を積むことができるよう、これまで以上に女性職員の職域拡大 

に努めます。 

・職員の人事については、引き続き性別に関係なく、能力を最大限に発揮できる適材適所の 

配置を行います。 

 

・年次有給休暇について部下職員が取得しやすい環境づくりを進めるため、まずは管理監督 

職の取得を促します。 

・ＤＸやＲＰＡを活用するなど、全庁的に業務の“カイゼン”を促進し、職員の業務負担軽

減を図ります。 

・時間外勤務の縮減のため、毎週水曜日に配信している「ノー残業デー」の内容にも趣向を

凝らすなど、効果的運用策の検討を継続して行います。 

・引き続き職員の適正配置に努め、一人当たりの業務負担の平準化に努めます。 

【目標】 

 

 

【取組内容】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 役職登用に関すること                                

項目 状況 基準日、期間等 

（下段／前回計画時の数値）  算出式 

９ 管理職の女性割合 ２２．０％ 11 人／50 人 R7.4.2 時点 

前回：20.0％（R2.4.1 時点） 

１０ 各役職段

階の女性

割合 

部長級 ０％ 0 人／7 人 R7.4.2 時点 

前回(R2.4.1 時点) 

部長級：14.3％ 

課長級：19.4％ 

課長補佐級：50.0％ 

係長級：45.5％ 

参事、主事等：44.3％ 

課長級 ２６．８％ 11 人／41 人 

課長補佐級 ４１．７％ 10 人／24 人 

係長級 ２３．１％ 9 人／39 人 

参事、主事等 ５１．４％ 91 人／177 人 

【分析】 

  ・役付職員（係長以上）に占める女性の割合は、目標値である４０％を下回る結果（２７．０％）

となりましたが、管理職に占める女性の割合は年々増加しており、過去５年間で最も高い割

合（２２．０％）となりました。 

 

【目標】 

    

 

 

【取組】 

    

 

 

 

 

 

役付職員に占める女性の割合４０％を達成する（令和１２年度まで） 
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 (5) セクシュアルハラスメント等の対策に関すること                               

  本市では、今後、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、妊娠、出産等を理由とす  

 るハラスメント等、職場環境を悪化させるあらゆる行為を防ぐため、次の事項について取り組み

ます。 

  ①各種ハラスメント対応マニュアルの整備 

  ②相談窓口の整備（必要に応じて各種ハラスメント調査委員会を設置） 

  ③職員の各種ハラスメントに関する意識啓発を図るための職員研修の実施 

 (6) 女性の健康上の特性に係る取組み                   

  健康上の課題は男女問わず全ての人が抱えるものですが、女性の健康上の課題による就労への

影響やキャリア形成に関し、次の事項について取り組みます。 

① 健康上の課題を相談しやすい体制の整備及び窓口の設置 

② 職員のヘルスリテラシー向上のための職員研修の実施 

 ３ 進捗管理                                   

   この計画で把握した１０の項目、設定した３の目標については、毎年その状況について把握 

し、公表を行います。 

   なお、この計画は必要に応じ適宜見直しを行います。 

別表 

 項目 算出式の詳細 

１ 女性職員の採用割合 採用者数に占める女性の割合。正職員は主に当年度 4/1 付

採用者となります。 

２ 採用試験受験者の女性割合 採用試験受験者に占める女性の割合。受験者数ですので申

込後、受験しなかった者は含めていません。 

３ 職員の女性割合 職員全体に占める女性の割合 

４ 離職率の男女差 退職者の男女別比率。定年退職者は含めていません。 

５ 男女別の育児休業取得率 育児休業が取得可能となった者のうち実際の取得者割合。

男性は配偶者が出産した者を対象とします。 

６ 男性の配偶者出産に伴う休暇取得

率 

育児休業と対象者は同じですが、配偶者の出産に伴う特別

休暇の取得割合となります。 

７ 時間外勤務の状況（１人当たり） 総時間外勤務時間を総支給対象者数で除したもの。時間外

勤務手当支給の対象とならない管理職（部課長など）は対

象としていません。 

８ 年次有給休暇の取得率 総取得日数を総付与時間で除したもの。（括弧内は、総取

得日数を対象者で除したもの。）基本的に年間 20 日付与で

未使用分は次年度へ繰越可能です。対象期間中の新規採用

者、退職者、休職者は対象外とします。 

９ 管理職の女性割合 管理職（部長級、課長級、幼稚園長）に占める女性の割合 

１０ 各役職段階の女性割合 役職ごとの女性割合 

 


